
 

旭川市農村地域センター施設運営基準 

 

 この基準は，旭川市農村地域センター条例（以下「条例」という。）及び旭川市農村地

域センター条例施行規則（以下「施行規則」という。）に基づき，農村地域センター（以

下「センター」という。）の円滑な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 使用の申込（施行規則第３条第１項）  

 ⑴ センターの使用申込みの受付開始日は，使用日の１か月前の日の属する月の初日と

する。ただし，使用料の減額又は免除の基準に該当する団体が使用するときの受付開

始日は，使用日の２か月前の日の属する月の初日とする。 

 ⑵ 農畜産加工のための設備の使用申込みの受付開始日は，使用日の１か月前の日の属

する月の初日とする。ただし，トマトジュースの加工に係る使用申込みについてはこ

の限りでない。 

 ⑶ 国，北海道，旭川市（附属機関等を含む）が公務のために使用するときは，前各号

の規定にかかわらず，受付開始日以前に受け付けることができる。 

 

２ 使用の承認（条例第３条第３項第３号） 

  「その他市長又は指定管理者が使用を不適当と認めたとき。」とは，次のとおりとする。 

⑴ 営利を目的とした使用 

  ⑵ 政治活動を目的とした使用 

 ⑶ 宗教活動を目的とした使用 

  ⑷ 飲酒を主とした集会のための使用 

 ⑸ 保護者のいない児童生徒等の使用 

   以上については，使用を承認しない 

 

３ 使用料の減額（施行規則第５条第１項第１号） 

 ⑴ 「農業団体，社会教育団体，社会福祉団体，地域自治団体が本来の活動のために使

用するとき。」の場合の使用料は，５割減額とする。なお，減額対象団体であっても

入場料又は会費を徴収する事業に使用するときは，通常使用料の３倍の額とする。ま

た，貸室の使用料は，午前，午後，夜間の区別ごとの使用料に，1／２を乗じ，その額

に１０円未満の端数が生じたときは，これを切り上げた額を減額する。 

  ⑵ 減額する団体の範囲は，次のとおりとする。 

  ア 農業団体          

     (ｱ) 市内農業協同組合（女性部，青年部，専門部会含む） 

    (ｲ) 本市にかかわる各土地改良区   

      (ｳ) 本市に関わる森林組合     

    (ｴ) 農事組合及び各生産組織      

    (ｵ) 別表１に定める農業団体 

    (ｶ) 本市が農業団体として認めた団体  

  イ 社会教育団体      別表２のとおり 



 

  ウ 社会福祉団体      別表３のとおり 

  エ 地域自治団体      別表４のとおり 

    住民が住みよい地域社会を建設するための自主的に結成した団体 

    （町内会の班単位以上の組織）      

 

４ 使用料の減額又は免除（施行規則第５条第１項第２号） 

 ⑴ 「その他市長が必要と認めたとき。」とは，次のとおりとする。 

   ア 旭川市が公務で使用する場合。 免除 

  イ 北海道及び旭川市に隣接する市町村が旭川市民を対象とする公務で使用する場

合。              免除 

    ウ  別表１から４に定める団体に類する団体が使用する場合。 

                 減額 

 

５ 使用料の後納（条例第４条第３項） 

  ⑴ 「市長が特別の理由があると認めたときは，この限りでない。」とは，次のとおり 

  とする。 

    ア 国，公共団体及びこれに準ずる団体が使用する場合であって前納ができないとき。 

  ⑵ 後納を承認した場合は，旭川市農村地域センター使用料後納申請書（様式１）の提

出を求め，旭川市農村地域センター使用料後納承認書（様式２）を交付する。 

 

６ 暖房料（条例別表第４号） 

    暖房料は，午前，午後，夜間の区分ごとに使用料の５割に相当する額とする。また，

暖房料の算出は，区分ごとの使用料に１／２を乗じ，その額に１０円未満の端数が生じ

たときは，これを切り捨てた額とする。 

 

７ 使用の変更（施行規則第４条） 

センターの使用変更の取扱いは，次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 申請できる事項は，使用日，時間区分及び使用室の変更とする。 

⑵ 使用日については，当初承認された使用日の属する月の範囲内で変更申請できるも

のとする。 

⑶ 変更に関わる使用料額が納入済みの使用料額を超えるときは，その差額を追加徴収

する。 

 

８ その他 

この基準に定めのない事項については，市民生活部で協議し決定する。 

 

 この基準は，平成１８年４月１日から施行する。 

 この基準は，令和３年１月１日から施行する。 

 



 

                                                                   別 表 １ 

 

 １ 農業団体 

 

北海道農業協同組合中央会旭川支所 

北海道信用農業協同組合連合会旭川支所 

ホクレン農業協同組合連合会旭川支所 

全国共済農業協同組合連合会北海道本部旭川支所  

北海道厚生農業協同組合連合会旭川支所 

サツラク農業協同組合旭川事務所 

上川中央農業共済組合 

上川生産農業協同組合連合会 

北海道土地改良事業団体連合会上川支部 

北海道森林組合連合会旭川営業所 

（公財）北海道農業公社上川支所 

（一社）ジェネティクス北海道道北事務所 

（株）北海道畜産公社上川事業所 

旭川市農業生産組織連絡協議会 

農村女性ネットワークかがやき 

旭川市果樹協会 

旭川米生産流通協議会 

旭川市家畜伝染病自衛防疫組合 

旭川市乳牛検定組合 

旭川受精卵移植導入促進組合 

旭川青果物出荷組合連合会 

旭川青果物生産出荷協議会 

旭川市営農改善推進協議会 

旭川市内農協連絡会議 

旭川市農産加工推進協議会 

旭川市内土地改良区連絡協議会 

 

 

 

 

 

 

旭川市農業青年の会Ａ２ 

東鷹栖食品加工販売協議会 

旭川市食料・環境基盤緊急確立対策推進協議会 

旭川市和牛生産改良組合 

旭川競馬協力会 

旭川市民農業大学 

上川中部農業パートナー推進協議会 

旭川農業２世紀塾 

旭川農村婦人大学 

旭川市グリーンツーリズム推進会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 別 表 ２ 

 

１ 青少年団体 

 

・旭川市連合子ども会 

・旭川市連合子ども会研究会及び当該団体 

を構成する子ども会 

・青少年団体連絡協議会 

・青少年育成団体 

 

 

・スポーツ少年団    

・ボーイスカウト 

・ガールスカウト             

 

 

 

 

２ 女性団体 

 

・旭川市女性団体連絡協議会 

・旭川市交通安全母の会 

・旭川市家庭の健康を守る婦人のつどい 

・旭川市母子連合会 

・旭川市更正保護婦人会 

・市内若妻会 

 

 

・日本婦人会議旭川支部 

・旭川地方主婦連合会 

・新日本婦人の会旭川支部 

・旭川友の会 

・各商工会婦人部及びこれに類する団体 

 

 

 

３ 文化団体 

 

・旭川文化団体協議会加盟団体 

             

 

 

 

 

４ 体育団体 

 

・(公財)旭川市スポーツ協会加盟団体 

             

 

 

 

 

５ 旭川市公民館生涯学習活動団体登録要綱に基づく登録団体  

 

６ 幼稚園，小学校，中学校，高等学校，高等専門学校及び大学のＰＴＡ団体等 

 

７ 幼稚園，小学校，中学校，高等学校，高等専門学校及び大学等に勤務する教職員 

 で組織する団体で教育研究を目的とした団体 

 

 



 

                                                               別 表  ３ 

 

１ 社会福祉団体 

 

・旭川市社会福祉協議会及び地域社会福祉 

協議会 

・旭川市老人クラブ連合会及び地域老人ク 

ラブ 

・(一社)旭川身体障害者福祉協会 

・旭川身体障害者肢体福祉協会 

・旭川盲人福祉協会 

・(一社)旭川ろうあ協会 

 

・旭川中途難失聴者協会 

・旭川視力障害者福祉協会 

・(一財)北海道難病連旭川支部 

・旭川肢体不自由児者父母の会 

・(一社)旭川手をつなぐ育成会 

・(NPO)旭川障害者連絡協議会 

・旭川市地域共同作業所連絡協議会及び 

これに類する団体 

 

２ ボランティア団体 

 

・赤い実の会 

・旭川ＢＢＳ会 

・旭川市母子福祉連合会 

・旭川市青少年ボランティアクラブ 

・旭川市点訳朋の会 

・旭川ともしび会 

・旭川ファミリーハウス 

・旭川朗読朋の会， 

３）社会福祉法人 

・社会福祉法第２２条に基づく社会福祉法 

人 

 

・手話サークル連絡協議会旭川三親会 

・各育児サークル  

・子育ボランティア 

・障害者問題を考える会 

・北海道骨髄バンク推進協会旭川支部及 

びこれに類する団体 

 

 

 

 

 

 

別 表 ４ 

              

１ 地域自治団体 

 

・市民委員会連絡協議会 

・市民委員会 

・町内会並びにこれらを構成する部会・班 

 

 

 

・消防団及び分団 

 

 

 

 

 


